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有
料
広
告

秋
季
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

11
月
９
日
（
水
）
か
ら
15
日
（
火
）

ま
で
の
７
日
間
、
全
国
一
斉
に
秋
季

火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務
組

合
で
は
、
午
後
９
時
に
サ
イ
レ
ン
を

吹
鳴
し
、
火
災
へ
の
注
意
を
呼
び
か

け
ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

鳥
栖
・
三
養
基
地
区

　

消
防
事
務
組
合

　

消
防
本
部　

予
防
課　

建
築
係

　

☎
８
３

－

７
９
９
６

平
成
28
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

消
し
ま
し
ょ
う  
そ
の
火
そ
の
時  

そ
の
場
所
で

住
宅
防
火

い
の
ち
を
守
る

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３
つ
の
習
慣

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
し
な
い
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

③
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ

る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

②
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら

の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品

を
使
用
す
る
。

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め

に
、住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体

制
を
つ
く
る
。
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【業務内容】
　○不動産登記（相続 ・ 売買 ・ 贈与など） 
　○商業法人登記（商号、 役員変更 ・ 増資 ・ 減資 ・ 合併 ・ 会社分割など）
　○遺言サポート / 遺言執行者
　○遺言整理業務 / 相続サポート（相続登記 / 相続放棄など）
　○借金整理 / 過払金返還請求
　○成年後見人 / 任意後見人 / 財産管理業務
　○民事訴訟代理 / 示談交渉※司法書士法第 3 条第 1 項に定めるものに限る
  （交通事故 / 貸金請求 / 滞納家賃請求 / 家屋明渡請求 / 未払賃金請求など）
　○裁判所提出書類作成
　　 ・ 自己破産 / 個人再生
　　 ・ 調停（遺産分割、 離婚、 養育費、 慰謝料など）
　　 ・ 民事訴訟（本人訴訟支援）
　　 ・ 民事執行 ・ 民事保全（給与差押え、 預金差押え、 仮差押えなど） 
　○企業法務 / 事業承継 / 供託手続 / 検察庁提出書類作成
【営業時間】 平日　8:30 ～ 17:30　駐車場あり　※秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。

登記 ・ 遺言 ・ 借金問題 ・ 成年後見 ・ 相続
司 法 書 士 法 人

州 都 綜 合 法 務 事 務 所
S  H  U  T  O   J  U  D  I  C  I  A  L   S  C  R  I  V  E  N  E  R   O  F  F  I  C  E

フリーダイヤル　０１２０－７９０－４８１
ナ     ク     ソ    ー    シン    パ    イ

私たちは、 暮らしの 「法律家」 です。 お気軽にご相談ください。
【鳥栖オフィス】〒841-0036　佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18 番地 6　ＨスクエアＢＬＤ1Ｆ

司法書士　原　弘安（佐賀 229 号） 
簡裁訴訟代理等認定番号　第 130033 号

司法書士　古城　克尚（佐賀 301 号）
簡裁訴訟代理等認定番号　第 1329042 号
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基
山
町
消
防
団
秋
季
防
火
訓
練
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
施
し
ま
す

　

11
月
13
日
（
日
）、
基
山
町
消
防
団

第
４
部
管
内
の
第
４
区
洗
心
寮
付
近

で
、
鳥
栖
・
三
養
基
地
区
消
防
事
務

組
合
基
山
分
署
の
協
力
を
得
て
、
基
山

町
消
防
団
秋
季
防
火
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
訓
練
に
併
わ
せ
て
、
社
会
福

祉
協
議
会
に
よ
る
災
害
救
援
講
習
会
も

行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
行
政
無
線
の
試
験
放
送

も
実
施
し
ま
す
。

秋
季
防
火
訓
練

　

午
前
７
時
15
分
か
ら
午
前
10
時
ま
で

行
い
ま
す
。
そ
の
間
、
火
災
発
生
（
午

前
８
時
頃
）
と
鎮
火
（
午
前
８
時
30
分

頃
）
の
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
を
し
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
試
験
放
送

・
放
送
時
間　

午
前
11
時
30
分

・
試
験
放
送
内
容

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
、
次
の
内
容
を
、
基
山
小
学
校
校

区
と
若
基
小
学
校
校
区
に
分
け
て
放

送
し
ま
す
。

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、
テ
ス
ト
で
す
。（
２
回
）」

「
こ
ち
ら
は
、
基
山
町
で
す
。」

　

こ
の
訓
練
は
、
秋
季
火
災
予
防
運
動

（
11
月
９
日
～
15
日
）
の
一
環
と
し
て
、

住
民
の
生
命
と
財
産
を
火
災
及
び
災
害

か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
防
火
・
防

災
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
実
施
し

ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

総
務
企
画
課　

防
災
・
安
全
係

　

☎
９
２

－

７
９
１
５

11
月
９
日
は

１
１
９
番
の
日

　

11
月
９
日
は
、
１
１
９

番
の
日
で
す
。
救
急
車
の

適
正
な
利
用
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

　

症
状
が
軽
い
、
交
通
手

段
が
な
い
な
ど
、
緊
急
性

が
な
く
自
力
で
病
院
に
行

け
る
場
合
は
、
救
急
車
以

外
の
交
通
機
関
等
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

　

火
災
や
災
害
の
問
合
せ

の
た
め
に
、
１
１
９
番
を

か
け
る
の
は
絶
対
に
お
や

め
く
だ
さ
い
。

火
災
や
災
害
の
問
合
せ
は

（
☎
０
１
８
０

－

９
９
９

－

５
５
５
）
ま
で

※
問
合
せ
先

　

鳥
栖
・
三
養
基
地
区

　

消
防
事
務
組
合

　

☎
８
５

－

０
１
１
９


